
 

新環８．６．２ 

平成 27 年 12 月 9 日 

 

（有）タナカ興業 

  代表取締役 田中安彦 様 

 

新城市長 穂積亮次 

 

 

新城南部企業団地での産業廃棄物処分業に関する質問について 

 

本市では、新城南部企業団地周辺の環境を保全するため、地域の方々と話し

合う新城南部企業団地産廃対策会議を設置し、その会議で、貴社の事業に関す

る不明な点がいくつか出てきました。 

これについては、平成２６年１１月１０日付け新環４．４．１６で新城市環境部長か

ら質問させていただきましたが、まだ、ご回答いただいていないことと、平成２７年１１

月５日に愛知県による産業廃棄物処分業の許可があったことから、改めて、別紙の

とおり質問させていただきます。 

なお、県担当者の説明によると、許可になった時点での申請書の記載内容と先

の質問時点での内容とは、下記のとおり相違点があったことから、それを踏まえた上

で、ご回答いただきますようお願い申し上げます。 

また、恐れ入りますが、回答できない場合も含めて、平成２７年１２月２８日までに

文書でご回答いただきますよう重ねてお願いします。 

 

                     記  

 

完熟堆肥となる発酵日数４０日→４５日  

 

計画処理量１２０ｔ／日（最大）→１２７㎥／日（最大）  

 

 

 

担当（問合せ先） 

                              新城市  環境部  環境課  

                             （新城市クリーンセンター内）  

                                            佐々木  

                             電    話  ０５３６－２３－７６７７ 

                             ファックス ０５３６－２２－０５５４ 

                             Ｅメール 

                              kankyou@city.shinshiro.lg.jp 


